
令
和

2
年

8
月

の
行

事
予

定
令
和
2年
7月
10
日
発
行

佐
渡
市
総
務
課
広
報
戦
略
室
　
広
報
広
聴
係
　
☎
02
59
-6
3-
31
11
㈹

○
8

月
の

各
種

相
談

日
行
事
名

日
時

場
所

申
し
込
み

お
問
い
合
わ
せ

土
地
家
屋
調
査
士
無
料
相
談

24
㈪
～
28
㈮
13
:0
0～
17
:0
0
各
土
地
家
屋
調
査
士
事
務
所

事
前
に
要
予
約

土
地
家
屋
調
査
士
会
佐
渡
支
部

☎
52
-6
25
2

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談

24
㈪
～
28
㈮
13
:0
0～
17
:0
0
各
司
法
書
士
事
務
所

事
前
に
要
予
約

司
法
書
士
会
佐
渡
支
部

☎
23
-3
55
8

行
事
名

日
時

場
所

申
し
込
み

お
問
い
合
わ
せ

新
潟
県
弁
護
士
会
リ
ー
ガ
ル
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
佐
渡
相
談
所

28
㈮

10
:0
0～
12
:3
0
佐
渡
中
央
会
館

前
日
ま
で
に
要
予
約

新
潟
県
弁
護
士
会

☎
02
5-
22
2-
55
33

特
設
人
権
相
談
所

４
㈫

9:
00
～
12
:0
0
両
津
地
区
公
民
館

不
要

新
潟
地
方
法
務
局
佐
渡
支
局

☎
74
-3
78
7

○
8

月
の

子
育

て
支

援
セ

ン
タ

ー
行

事
地
区

日
行
事

内
容
な
ど

り
ょ
う
つ
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
両
津
地
区
）

毎
週
月
～
金
曜
日
　
9:
00
～
11
:3
0、
13
:0
0～
15
:3
0

☎
24
-7
07
7

18
㈫

誕
生
会

８
月
生
ま
れ
の
お
と
も
だ
ち
を
お
祝
い
し
ま
す
。

21
㈮

絵
本
よ
み
き
か
せ

25
㈫

身
長
体
重
測
定

身
長
・
体
重
を
測
り
ま
す
。

28
㈮

絵
本
よ
み
き
か
せ

た
か
ち
保
育
園
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
相
川
地
区
）

毎
週
月
～
金
曜
日
　
9:
00
～
12
:0
0、
13
:0
0～
15
:0
0　
☎
78
-2
95
9

お
で
か
け
支
援
セ
ン
タ
ー
（
あ
い
か
わ
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
）

毎
週
火
曜
日
・
木
曜
日
　
9:
00
～
11
:3
0

４
㈫

身
長
体
重
測
定

身
長
・
体
重
を
測
り
ま
す
。

25
㈫

誕
生
会

８
月
生
ま
れ
の
お
と
も
だ
ち
を
お
祝
い
し
ま
す
。

随
時

絵
本
よ
み
き
か
せ

さ
わ
た
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー（
佐
和
田
地
区
）

毎
週
月
～
金
曜
日
　
9:
00
～
11
:3
0、
13
:0
0～
15
:3
0

☎
52
-0
01
1

11
㈫

絵
本
よ
み
き
か
せ

12
㈬

身
長
体
重
測
定

身
長
・
体
重
を
測
り
ま
す
。

19
㈬

誕
生
会

８
月
生
ま
れ
の
お
と
も
だ
ち
を
お
祝
い
し
ま
す
。

25
㈫

絵
本
よ
み
き
か
せ

か
な
い
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
金
井
地
区
）

毎
週
月
～
金
曜
日
　
9:
00
～
11
:3
0、
13
:0
0～
15
:3
0

（
15
:0
0～
15
:3
0育
児
相
談
）

☎
63
-5
50
5

７
㈮

身
長
体
重
測
定

身
長
・
体
重
を
測
り
ま
す
。

12
㈬

絵
本
よ
み
き
か
せ

19
㈬

絵
本
よ
み
き
か
せ

21
㈮

誕
生
会

８
月
生
ま
れ
の
お
と
も
だ
ち
を
お
祝
い
し
ま
す
。

小
木
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ど
ん
ぐ
り
ク
ラ
ブ
」
（
小
木
地
区
）

毎
週
月
～
金
曜
日
　
9:
00
～
13
:0
0（
13
:0
0～
14
:0
0育
児
相
談
）

☎
86
-1
12
1

６
㈭

身
長
体
重
測
定

身
長
・
体
重
を
測
り
ま
す
。

18
㈫

誕
生
会

８
月
生
ま
れ
の
お
と
も
だ
ち
を
お
祝
い
し
ま
す
。

20
㈭

絵
本
よ
み
き
か
せ

※
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
行
事
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
各
地
区
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

○
8

月
の

健
康

相
談

日
受
付
時
間：
9:
00
～
11
:3
0、
13
:0
0～
14
:3
0（
い
ず
れ
の
会
場
も
時
間
は
同
じ
で
す
。）

地
区

日
場
所

お
問
い
合
わ
せ

両
津

３
㈪

両
津
支
所

両
津
支
所
福
祉
保
健
係

☎
27
-2
11
4

相
川

31
㈪

相
川
支
所

相
川
支
所
福
祉
保
健
係

☎
74
-0
33
9

佐
和
田

26
㈬

佐
和
田
保
健
セ
ン
タ
ー

市
民
生
活
課

健
康
推
進
室
保
健
係

☎
63
-3
11
5

金
井

27
㈭

金
井
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

新
穂

19
㈬

ト
キ
の
む
ら
元
気
館

畑
野

17
㈪

畑
野
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー

真
野

19
㈬

真
野
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

小
木

５
㈬

小
木
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

羽
茂
支
所
福
祉
保
健
係

☎
88
-3
11
1

羽
茂

11
㈫

羽
茂
支
所

赤
泊

20
㈭

赤
泊
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

※
事
前
に
お
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
8

月
の

行
政

相
談

日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、

８
月
の
行
政
相
談
は
中
止
し
ま
す
。

総
務
課
金
井
地
区
支
援
室
地
域
支
援
係

　
☎
6
3
-3
1
1
1

ご 不 便 を お か け し ま す �

よ ろ し く お 願 い し ま す �

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、行
事
が
中
止
ま
た
は
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。ご
了
承
く
だ
さ
い
。

12

お
知
ら
せ

小
口
径
の
消
火
栓
点
検
を 

実
施
し
ま
す

　

主
に
住
民
の
方
が
初
期
消
火
の
際
に
使

用
す
る
小
口
径
の
消
火
栓
と
ホ
ー
ス
な
ど

を
委
託
事
業
者
が
点
検
し
ま
す
。

　

消
火
栓
、
ホ
ー
ス
格
納
箱
の
設
置
場
所

に
よ
っ
て
は
敷
地
内
に
入
ら
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

消
防
隊
が
使
用
す
る
消
火
栓
は
消
防
署

員
や
消
防
団
員
が
点
検
を
実
施
し
ま
す
。

点
検
期
間　
７
月
20
日
～
12
月
25
日

（
平
日
の
み
）

※ 

小
口
径
の
消
火
栓
は
消
防
隊
が
使
用
し
な
い
吐

水
量
の
少
な
い
消
火
栓
で
す
。

中
央
消
防
署 

☎
51
―
０
１
２
２

　

両
津
消
防
署 

☎
27
―
３
５
５
５

　

相
川
消
防
署 

☎
74
―
０
１
１
９

　

南
佐
渡
消
防
署 

☎
88
―
３
１
１
９

不
法
投
棄
・
野
外
焼
却
は 

犯
罪
で
す
！

　

不
法
投
棄
、
野
外
焼
却
は
廃
棄
物
処
理

法
に
よ
り
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
と
は

　

正
当
な
理
由
な
く
廃
棄
物
を
捨
て
る
こ

と
を
不
法
投
棄
と
い
い
ま
す
。
自
分
の
土

地
に
穴
を
掘
っ
て
廃
棄
物
を
埋
め
る
こ
と

も
不
法
投
棄
に
当
た
り
ま
す
。

野
外
焼
却
の
禁
止

　

自
ら
廃
棄
物
の
焼
却
を
行
う
場
合
で
も
、

処
理
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

処
理
基
準
に
従
わ
な
い
野
外
焼
却
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

県
不
法
投
棄
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
１
２
０
―
３
８
１
―
７
９
０

　

県
佐
渡
地
域
振
興
局
環
境
セ
ン
タ
ー

　

☎
74
―
３
４
２
８

　

環
境
対
策
課
ク
リ
ー
ン
推
進
係

　

☎
63
―
３
１
１
３

狂
犬
病
予
防
法
に
基
づ
く 

狂
犬
病
予
防
注
射

　

狂
犬
病
予
防
注
射
率
の
向
上
を
図
る
た

め
、
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
を
実
施
し
て

い
ま
す
が
、
５
月
の
狂
犬
病
予
防
集
合
注

射
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
延
期
と
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
（
日

曜
開
催
）
は
、
９
月
中
旬
以
降
に
実
施
す

る
方
向
で
関
係
機
関
な
ど
と
検
討
し
て
い

ま
す
。
実
施
す
る
場
合
は
、
別
途
皆
さ
ま

に
ご
連
絡
し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
６
月
30
日
ま
で
の
間
に

狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
犬
の
所
有
者
ま
た
は
管

理
者
は
、
12
月
31
日
ま
で
に
狂
犬
病
の
予

防
注
射
を
動
物
病
院
や
集
合
注
射
な
ど
で

受
け
て
く
だ
さ
い
。

※ 

動
物
病
院
で
の
注
射
は
料
金
も
異
な
り
ま
す
の

で
、詳
し
く
は
各
動
物
病
院
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

環
境
対
策
課
環
境
対
策
係

　

☎
63
―
３
１
１
３

特
定
計
量
器（
は
か
り
）の 

定
期
検
査
を
行
い
ま
す

　

主
に
、
売
買
な
ど
の
取
引
や
業
務
上
の

証
明
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
計
量
器
（
は
か

り
、
分
銅
、
お
も
り
な
ど
）
は
、
２
年
に

１
回
定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
法
律
で

定
め
ら
れ
て
お
り
、
検
査
に
合
格
し
て
い

な
い
計
量
器
は
、
取
引
ま
た
は
証
明
に
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

前
回
（
平
成
30
年
）
に
受
検
さ
れ
た
方

へ
は
、
７
月
中
旬
ご
ろ
に
事
前
調
査
の
文

書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
調
査
の
回
答
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
事
前
調
査
の

回
答
を
も
と
に
、
受
検
者
に
は
９
月
中
旬

以
降
に
一
般
社
団
法
人
新
潟
県
計
量
協
会

か
ら
定
期
検
査
の
案
内
を
ハ
ガ
キ
で
通
知

し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
や
対
象
と
思
わ
れ
る
計
量

器
を
ご
使
用
の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

 

検
査
日
時
や
会
場
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

計
量
器
の
検
査
全
般
に
つ
い
て

　

県
計
量
検
定
所
業
務
課

　

☎
０
２
５
６
―
３
６
―
２
２
４
３

　
事
前
調
査
・
検
査
会
場
な
ど
に
つ
い
て

　

地
域
振
興
課
商
工
・
雇
用
推
進
室

　

☎
63
―
４
１
５
２

受動喫煙防止に 
ご協力ください

　４月１日から２人以上の人が
利用するすべての施設（事業所
や店舗など）は原則屋内禁煙と
なりました。
　望まない受動喫煙を防止する
ための取り組みは、施設管理権
限者の責務となります。
　屋内に喫煙室を設置する場合
には、技術的基準を満たし、喫
煙設備に関する標識を掲示する
必要があるほか、既存の小規模
飲食店が喫煙可能室を設置する
場合には保健所に届け出が必要
になります。
　詳しくは県ホームページをご
覧ください。

佐渡保健所　☎７４―３４０３

（
公
財
）新
潟
県
市
町
村
振
興
協
会

市報さど　令和2年7月号


